
  

 - 1 - 

 

 令和８年第１回東海村議会臨時会提出議案概要 

                         令和８年１月１９日                                                   

議案番号 議  案  名 説             明 

報告第 1号 専決処分の報告について

（損害賠償の額を定め，

和解することについて） 

村道を走行中の車両に発生した物損事故に関し，地方自治法第１８０条第１項の

規定により，議会において指定されている損害賠償の額を定め，和解することにつ

いて，専決処分をしましたので，同法第１８０条第２項の規定により報告するもの

であります。 

１ 事故発生日  令和７年１１月２４日 

２ 事 故 路 線  村道３０１２号線 

３ 損害賠償額  ６，２９０円 

承認第 1号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和７年

度東海村一般会計補正予

算（第７号）） 

令和７年度東海村一般会計補正予算（第７号）について専決処分をしましたので，

地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるものであります。 

予算総額に歳入歳出それぞれ１３０，６５３千円を追加し，予算総額を 

２４，６９１，０２３千円とするものであります。 

 補正の内容につきましては，物価高騰に対応した子育て応援手当の支給に伴い，

必要な予算措置を講じたものであります。 

１ 歳入 

    国庫支出金       １３０，６５３千円 

２ 歳出      

    民生費         １３０，６５３千円 

議案第 1号 東海村職員の給与に関す

る条例の一部を改正する

条例の制定について 

労働基準法第３７条第１項に規定する割増賃金の基礎となる勤務１時間当たりの

給与額の算出について，水戸労働基準監督署の是正勧告を踏まえ，対象とする手当

を改めるため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 2号 東海村職員の給与に関す

る条例等の一部を改正す

る条例の一部を改正する

条例の制定について 

扶養手当に係る経過措置を規定した附則中の月額の誤りを改めるため，条例の一

部を改正するものであります。 

議案第 3号 令和７年度東海村一般会

計補正予算（第８号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ２６８，７３８千円を追加し，予算総額を 

２４，９５９，７６１千円とするものであります。 
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補正の内容につきましては，物価高騰に対応した住民への支援金の給付及び低所

得の子育て世帯への給付金の支給に伴い，必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

 （１）国庫支出金      ２０５，８７５千円 

（２）県支出金        １８，２７０千円 

（３）繰入金         ４４，５９３千円 

２ 歳出      

 （１）総務費        ２５０，４６８千円 

（２）民生費         １８，２７０千円 

議案第 4号 

 

 

村道路線の認定について 東海村道路認定基準要綱第４条の規定に基づき，都市計画法第２９条の規定によ

る開発行為に伴い築造された道路を新たに村道路線として認定するため，道路法第

８条第２項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

※ 法律等関係 ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）    

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号） 

・労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

・東海村道路認定基準要綱（平成元年東海村告示第 98 号） 

・都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

・道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 


